
カ
ー
ド
で
す
。
次
の
よ
う
な
と
き

に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が
使
え

ま
す
。

・
顔
写
真
付
き
の
公
的
身
分
証
明

書
で
す
の
で
運
転
免
許
証
と
同

じ
く
、
金
融
機
関
の
口
座
開

設
・
携
帯
電
話
の
契
約
・
郵
便

局
で
の
荷
物
受
け
取
り
な
ど
本

人
確
認
が
必
要
な
と
き
。

・
年
金
や
税
な
ど
の
手
続
き
で
本

人
確
認
と
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
求

め
ら
れ
た
と
き
。

・
勤
務
先
か
ら
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の

提
出
を
求
め
ら
れ
た
と
き
。

・
ｅ
│
Ｔ
ａ
ｘ
を
利
用
し
て
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
で
確
定
申
告
を
す

る
と
き
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請

か
ら
交
付
ま
で
に
約
1
ヵ
月
半
程

度
の
期
間
が
か
か
り
ま
す
の
で
、

余
裕
を
も
っ
て
申
請
を
し
て
く
だ

さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

・
住
民
生
活
課
戸
籍
住
民
係

　

☎
0
1
3
7
│
62
│
2
1
1
2

・
熊
石
総
合
支
所
住
民
サ
ー
ビ
ス
課

　

☎
0
1
3
9
8
│
2
│
3
1
1
1

・
落
部
支
所

　

☎
0
1
3
7
│
67
│
2
2
3
1

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

を
つ
く
り
ま
せ
ん
か

【
問
い
合
わ
せ
先
】

・
八
雲
消
防
署

　

☎
0
1
3
7
│
63
│
2
6
8
6

　

北
海
道
で
は
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等

依
存
症
に
関
す
る
知
識
の
普
及
、

ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
で
悩
む
方

の
回
復
お
よ
び
社
会
復
帰
に
つ
い

て
の
理
解
の
促
進
を
図
る
た
め
、

啓
発
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し
ま
す
。

　

参
加
無
料
、
申
し
込
み
不
要
な

の
で
、
た
く
さ
ん
の
ご
来
場
を
お

待
ち
し
て
い
ま
す
。

【
日
時
】
12
月
20
日
（
金
）

　
　

午
前
10
時
30
分
〜
正
午

【
場
所
】

　

渡
島
総
合
振
興
局
講
堂

（
函
館
市
美
原
4
丁
目
6
│
16
）

【
参
加
料
】
無
料

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　

八
雲
保
健
所　

　

☎
0
1
3
7
│
63
│
2
1
6
8

 
 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
は
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
が
記
載
さ
れ
た
顔
写
真

付
き
の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
Ｉ
Ｃ

ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症

普
及
啓
発
セ
ミ
ナ
ー
を

開
催
し
ま
す

　

今
年
も
残
す
と
こ
ろ
あ
と
わ
ず

か
と
な
り
、
年
末
年
始
は
例
年
火

災
が
多
発
す
る
傾
向
に
あ
り
、
出

火
原
因
の
多
く
は
ち
ょ
っ
と
し
た

火
の
不
始
末
や
不
注
意
に
よ
っ
て

起
き
て
い
ま
す
。

　

か
け
が
え
の
な
い
生
命
と
財
産

を
守
る
た
め
に
も
、お
出
か
け
前
や

お
休
み
前
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
火

の
元
に
は
十
分
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

住
宅
火
災　

い
の
ち
を
守
る

７
つ
の
ポ
イ
ン
ト

【
3
つ
の
習
慣
】

・
寝
た
ば
こ
は
、
絶
対
に
や
め
る

・
ス
ト
ー
ブ
の
近
く
に
は
燃
え
や

す
い
も
の
を
置
か
な
い
。

・
ガ
ス
コ
ン
ロ
な
ど
の
そ
ば
を
離

れ
る
と
き
は
、
必
ず
火
を
消
す
。

【
4
つ
の
対
策
】

・
逃
げ
遅
れ
を
防
ぐ
た
め
に
、
住

宅
用
火
災
警
報
器
を
設
置
す
る
。

・
寝
具
や
衣
類
か
ら
の
火
災
を
防

ぐ
た
め
に
、
防
炎
製
品
を
使
用

す
る
。

・
火
災
を
小
さ
い
う
ち
に
消
す
た

め
に
、
住
宅
用
消
火
器
等
を
設

置
す
る
。

・
お
年
寄
り
や
身
体
の
不
自
由
な

人
を
守
る
た
め
に
、
隣
近
所
の

協
力
体
制
を
つ
く
る
。

年
末
年
始
に
お
け
る

　

火
災
予
防
に
つ
い
て

試乗できますY

〈
広
告
〉

〈
広
告
〉

　下記の理由などにより、指定された学校以

外の学校へ就学を希望される場合は、教育委

員会までご相談ください。

　なお、緊急の場合を除き、12月20日（金）ま

でにお願いします。

・身体的理由により指定学校に通学すること

が困難な場合

・教育的配慮を必要とする場合

・転居などにより著しく教育に支障をきたす

場合

・家庭に関わる理由により著しく教育に支障

をきたす場合

・その他やむを得ない事由がある場合

【問い合わせ先】　　　　　　　　　

　教育委員会学校教育課（公民館内）

　☎0137－63－3131

就学校変更の

取り扱いについて

広報 ���  12月号　12


